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他
人
の
た
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に
す
る
生
命
保
険
契
約

宮

島

司

他人のためにする生命保険契約

一二三

序他
人
の
た
め
に
す
る
保
険
契
約
の
立
法
経
緯

他
人
の
た
め
に
す
る
生
命
保
険
契
約
の
性
質

　ハハ321） ）　）

第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約

他
人
の
た
め
に
す
る
損
害
保
険
契
約

他
人
の
た
め
に
す
る
生
命
保
険
契
約

一
　
序

　
「
他
人
の
た
め
に
す
る
保
険
契
約
」
が
締
結
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
他
人
の
た
め
に
す
る
損
害
保
険
契
約
に
あ
っ
て
は
被
保
険

者
が
、
ま
た
他
人
の
た
め
に
す
る
生
命
保
険
契
約
に
あ
っ
て
は
保
険
金
受
取
人
が
、
自
己
に
固
有
の
権
利
と
し
て
保
険
契
約
上
の
権
利
を

取
得
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
現
在
の
ほ
ぽ
定
説
と
も
い
え
る
通
説
は
民
法
五
三
七
条
の
「
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
」
の
法
理
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

て
こ
れ
を
説
明
し
て
い
る
。
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な
る
ほ
ど
損
害
保
険
に
関
す
る
商
法
六
四
七
条
や
六
四
八
条
、
生
命
保
険
に
関
す
る
商
法
六
七
五
条
か
ら
す
れ
ば
、
「
被
保
険
者
ハ
当

然
其
契
約
ノ
利
益
ヲ
享
受
ス
」
（
商
六
四
八
条
）
あ
る
い
は
「
其
第
三
者
ハ
当
然
保
険
契
約
ノ
利
益
ヲ
享
受
ス
」
（
商
六
七
五
条
）
と
規
定
さ

れ
て
お
り
、
他
人
の
た
め
に
す
る
保
険
契
約
は
保
険
者
と
保
険
契
約
者
と
の
間
に
成
立
し
、
被
保
険
者
あ
る
い
は
保
険
金
受
取
人
の
権
利

取
得
と
い
う
効
果
は
こ
れ
ら
の
契
約
当
事
者
の
合
意
の
効
果
と
し
て
直
接
に
生
ず
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
民
法
の
第
三
者
の
た
め
に

す
る
契
約
の
一
種
で
あ
る
と
す
る
の
が
素
直
な
見
方
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
と
り
わ
け
他
人
の
た
め
に
す
る
生
命
保
険
契
約

に
つ
い
て
は
保
険
金
受
取
人
の
指
定
・
変
更
権
の
留
保
と
い
う
制
度
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
は
た
し
て
そ
の
よ
う
に
単
純
に
第
三
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

た
め
に
す
る
契
約
の
一
種
と
理
解
し
て
し
ま
っ
て
よ
い
も
の
か
は
間
題
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
立
法
の
経
緯
を
ま
ず
た
ず
ね
る
こ
と
か
ら

始
め
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
一
般
お
よ
び
他
人
の
た
め
に
す
る
損
害
保
険
契
約
の
性
質
を
考
慮
し
な
が
ら
こ
の
問
題
に
つ
い
て
若

干
の
検
討
を
行
な
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
大
森
忠
夫
『
保
険
法
』
一
〇
一
頁
，
二
七
七
頁
、
田
辺
康
平
『
現
代
保
険
法
』
四
六
頁
、
石
井
照
久
『
商
法
H
』
二
八
○
頁
、
野
津
務
『
保
険

　
　
契
約
法
論
』
七
一
頁
、
田
中
誠
二
『
保
険
法
』
二
〇
八
頁
、
山
下
友
信
「
生
命
保
険
金
請
求
権
取
得
の
固
有
権
性
（
一
）
」
民
商
八
三
巻
二
号
一
八
頁

　
　
以
下
。

　
（
2
）
　
つ
と
に
水
口
教
授
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
水
口
吉
蔵
「
生
命
保
険
契
約
後
の
受
取
人
の
指
定
と
変
更
」
法
律
論
叢
二
〇

　
　
巻
三
号
三
頁
以
下
。
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二
　
他
人
の
た
め
に
す
る
保
険
契
約
の
立
法
経
緯

　
他
人
の
た
め
に
す
る
保
険
契
約
が
わ
が
国
の
保
険
法
制
上
登
場
す
る
の
は
、
私
保
険
に
関
す
る
最
初
の
成
文
法
と
な
っ
た
明
治
二
三
年

の
旧
商
法
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
治
二
三
年
旧
商
法
成
立
の
過
程
に
お
け
る
商
法
草
案
の
段
階
で
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ

っ
た
。



第
七
〇
二
条

　
「
保
険
額
ノ
要
求
権
ハ
若
シ
他
ノ
約
定
ア
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
払
渡
期
日
ノ
前
後
ヲ
論
セ
ス
保
険
者
ノ
承
諾
ナ
ク
シ
テ
之
ヲ
他
人
二
譲
渡
ス
コ
ト
ヲ
得
保

　
険
者
ハ
譲
渡
ノ
旨
ヲ
聞
知
シ
タ
ル
以
後
ハ
専
ラ
其
譲
受
人
二
対
シ
テ
支
払
フ
可
キ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ち

　
保
険
物
ノ
書
入
質
入
並
二
書
入
質
入
シ
タ
ル
物
品
ノ
保
険
或
ハ
他
人
ノ
為
ニ
ナ
シ
タ
ル
保
険
ハ
保
険
額
要
求
権
ノ
譲
渡
ト
同
視
ス
」

他人のためにする生命保険契約

　
ロ
エ
ス
レ
ル
は
こ
の
規
定
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
「
是
レ
生
命
保
険
二
最
モ
多
ク
行
ハ
ル
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
難
モ
他
ノ
保
険
二
於
テ

モ
之
ヲ
行
ナ
フ
コ
ト
ア
リ
被
保
険
者
ハ
之
二
依
リ
テ
保
険
額
ヲ
受
ク
ヘ
キ
人
ヲ
指
定
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
日
定
人
未
定
人
（
其
受
取
ル
ト
キ

何
人
タ
ル
ヲ
論
セ
ス
例
ヘ
ハ
寡
婦
子
孫
若
ク
ハ
相
続
人
等
）
ヲ
論
セ
ス
譲
渡
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
此
譲
渡
二
於
テ
ハ
必
ス
保
険
額
仕

払
期
限
二
至
ル
マ
テ
ソ
ノ
効
力
ヲ
停
止
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
此
期
限
二
至
リ
指
定
シ
タ
ル
人
存
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
其
保
険
タ
ル
保
険
者
（
筆
者

注
”
被
保
険
者
か
）
ノ
為
メ
ニ
効
力
ヲ
保
存
シ
其
金
額
ハ
其
遺
物
二
属
ス
然
レ
ド
モ
若
シ
指
定
シ
タ
ル
人
存
ス
ル
ト
キ
ハ
其
保
険
額
被
保
険

者
ノ
遺
物
二
属
セ
ス
其
債
主
タ
ル
モ
ノ
之
二
対
シ
テ
要
求
ス
ル
ノ
権
ナ
シ
何
ト
ナ
レ
ハ
日
二
前
二
定
マ
リ
今
日
無
限
ノ
効
力
ヲ
有
ス
ル
譲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

渡
ノ
為
メ
ニ
死
者
ノ
遺
物
ヲ
減
殺
セ
サ
レ
ハ
ナ
リ
」
と
。

　
こ
う
し
た
説
明
か
ら
理
解
し
う
る
こ
と
は
、
ま
ず
他
人
の
た
め
に
す
る
保
険
は
生
命
保
険
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
他
の
保
険
契

約
に
も
考
え
う
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
未
定
人
を
対
象
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
保
険
額
要
求
権
の
譲
渡
と
い
う
構
成

を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
に
生
命
保
険
に
お
い
て
は
保
険
額
要
求
権
の
帰
属
を
決
定
づ
け
る
と
し
た
こ
と
で
あ
る
．
よ
り
詳
細
に
言
え

ぽ
、
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
他
人
の
た
め
に
す
る
保
険
契
約
は
、
主
と
し
て
、
全
く
の
第
三
者
の
た
め
で
は
な
く
、
相
続
人
が
中
心
で
あ

り
、
指
定
な
き
場
合
に
は
ま
さ
に
自
己
の
た
め
に
す
る
保
険
で
あ
り
、
指
定
が
あ
る
場
合
に
も
、
譲
渡
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
相
続
人
ら

に
帰
属
す
る
も
の
と
し
て
解
決
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
譲
渡
と
い
う
構
成
は
、
す
な
わ
ち
他
人
に
直
接
発
生
す
る
も
の
で

な
い
こ
と
を
意
味
し
、
こ
れ
こ
そ
重
要
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
、
現
実
に
成
立
し
た
明
治
二
三
年
旧
商
法
は
、
以
下
の
よ
う
な
制
度
を
採
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
ず
、
六
二
八
条
に
お

い
て
、
損
害
保
険
に
つ
ぎ
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
第
六
二
八
条

　
　
「
保
険
ハ
自
己
ノ
計
算
ヲ
以
テ
ス
ル
ト
他
人
ノ
計
算
ヲ
以
テ
ス
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
又
被
保
険
者
ノ
委
託
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
否
ト
被
保
険
者
ノ
予
知
ス
ル
ト

　
　
否
ト
被
保
険
者
ヲ
明
示
ス
ル
ト
否
ト
ヲ
問
ワ
ス
之
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
」

　
売
買
あ
る
い
は
運
送
な
ど
い
わ
ゆ
る
商
事
に
つ
い
て
は
急
速
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
最
も
信
用
を
重
ん
ず

る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
本
条
は
例
外
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
被
保
険
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
か
否
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

被
保
険
者
が
予
め
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
否
か
、
被
保
険
者
を
明
示
す
る
か
否
か
を
間
わ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
生
命
保
険
に
つ
い
て
は
、
六
八
一
条
が
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
．

　
第
六
八
一
条

　
　
「
他
ノ
生
命
又
ハ
健
康
ハ
其
人
ノ
為
メ
又
ハ
第
三
者
ノ
為
メ
契
約
上
ノ
義
務
二
依
リ
テ
之
ヲ
保
険
二
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」

　
旧
商
法
の
下
で
は
、
こ
こ
に
示
し
た
よ
う
に
、
生
命
保
険
、
損
害
保
険
と
も
に
、
他
人
の
た
め
に
す
る
保
険
契
約
を
締
結
し
う
る
可
能

性
を
明
示
す
る
の
み
で
、
前
の
商
法
草
案
や
後
の
新
商
法
に
現
わ
れ
る
よ
う
な
、
そ
の
法
的
な
性
質
を
う
か
が
わ
せ
る
よ
う
な
規
定
の
仕

方
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

　
明
治
三
二
年
新
商
法
に
至
る
ま
で
の
間
に
は
、
法
典
調
査
会
商
法
決
議
案
が
存
在
す
る
。

　
第
三
四
五
条
（
損
害
保
険
）

　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
　
「
保
険
契
約
ハ
他
人
ノ
為
メ
ニ
モ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
此
場
合
二
於
イ
テ
ハ
保
険
契
約
者
ハ
保
険
者
二
対
シ
保
険
料
ヲ
支
払
ウ
義
務
ヲ
負
ウ

　
　
他
人
ノ
為
メ
ニ
保
険
契
約
ヲ
為
ス
意
思
ガ
分
明
ナ
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
保
険
契
約
者
自
己
ノ
為
メ
ニ
之
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
看
倣
ス
」
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第
三
六
七
条
（
生
命
保
険
）

　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
　
「
保
険
金
額
ヲ
受
取
ル
ヘ
キ
者
ハ
被
保
険
者
、
其
相
続
人
又
ハ
親
族
ナ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ん
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ち
　
ヤ
　
ち
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヘ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

　
　
保
険
契
約
二
因
リ
テ
生
シ
タ
ル
権
利
ハ
被
保
険
老
ノ
親
族
二
限
リ
之
ヲ
譲
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
保
険
金
額
ヲ
受
取
ル
ヘ
キ
者
力
死
亡
シ
タ
ル
ト
キ
又
ハ
被
保
険
者
ト
保
険
金
額
ヲ
受
取
ル
ヘ
キ
者
ト
ノ
親
族
関
係
止
、
・
・
タ
ル
ト
キ
ハ
保
険
契
約
者
ハ

　
　
更
二
保
険
金
額
ヲ
受
取
ル
ヘ
キ
者
ヲ
定
メ
又
ハ
被
保
険
老
ノ
為
メ
ニ
積
立
タ
ル
金
額
ノ
払
戻
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」

　
損
害
保
険
に
つ
い
て
は
現
行
の
体
系
と
ほ
ぽ
同
一
で
あ
る
が
、
生
命
保
険
に
つ
い
て
は
あ
く
ま
で
も
被
保
険
者
の
親
族
の
生
計
維
持
の

み
を
考
慮
し
た
保
険
と
い
う
把
握
で
あ
る
。
保
険
金
受
取
人
に
な
り
う
る
の
は
親
族
で
あ
り
、
さ
ら
に
契
約
上
の
権
利
を
譲
渡
し
う
る
の

も
親
族
に
対
し
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
単
に
私
的
自
治
に
基
づ
ぎ
民
法
に
定
め
ら
れ
た
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

約
を
離
れ
、
一
種
の
政
策
的
制
度
と
し
て
他
人
の
た
め
に
す
る
生
命
保
険
契
約
が
構
築
さ
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
．

他人のためにする生命保険契約

明
治
三
二
年
い
わ
ゆ
る
新
商
法
に
な
る
と
、
損
害
保
険
に
つ
い
て
は
以
下
の
ニ
ケ
条
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
。

　
第
四
〇
〇
条

　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
　
「
保
険
契
約
ハ
他
人
ノ
為
メ
ニ
モ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
此
場
合
二
於
テ
ハ
保
険
契
約
者
ハ
保
険
者
二
対
シ
保
険
料
ヲ
支
払
フ
義
務
ヲ
負
フ
」

　
第
四
〇
一
条

　
　
「
保
険
契
約
者
力
委
任
ヲ
受
ケ
ス
シ
テ
他
人
ノ
為
メ
ニ
契
約
ヲ
為
シ
タ
ル
場
合
二
於
テ
其
旨
ヲ
保
険
者
二
告
ケ
サ
ル
ト
キ
ハ
其
契
約
ハ
無
効
ト
ス
若

　
　
シ
之
ヲ
告
ヶ
タ
ル
ト
キ
ハ
被
保
険
者
ハ
当
然
其
契
約
ノ
利
益
ヲ
享
受
ス
」

第
四
〇
〇
条
、
第
四
〇
一
条
は
、
共
に
旧
商
法
六
二
八
条
の
一
部
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
特
に
、
第
四
〇
〇
条
に
つ
い
て

は
、
保
険
契
約
者
が
契
約
当
事
者
で
あ
り
、
被
保
険
者
は
民
法
五
三
七
条
に
よ
り
損
害
の
填
補
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
債
権
を
取
得
す

る
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
．
ほ
ぽ
同
時
期
に
成
立
し
た
民
法
の
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
の
基
本
理
念
を
採
用
し
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い

　
　
　
　
（
6
）

よ
う
で
あ
る
。
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生
命
保
険
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

第
四
三
〇
条

　
「
第
三
百
九
十
四
条
、
第
三
百
九
十
六
条
乃
至
第
四
百
条
－

－
ノ
規
定
ハ
生
命
保
険
二
之
ヲ
準
用
ス
』

　
第
四
二
八
条

　
　
『
保
険
金
額
ヲ
受
取
ル
ヘ
キ
者
ハ
被
保
険
者
、
其
相
続
人
又
ハ
親
族
ナ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

　
　
保
険
契
約
二
因
リ
テ
生
シ
タ
ル
権
利
ハ
被
保
険
者
ノ
親
族
二
限
リ
之
ヲ
譲
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
保
険
金
額
ヲ
受
取
ル
ヘ
キ
者
力
死
亡
シ
タ
ル
ト
キ
又
ハ
被
保
険
者
ト
保
険
金
額
ヲ
受
取
ル
ヘ
キ
者
ト
ノ
親
族
関
係
止
ミ
タ
ル
ト
キ
ハ
保
険
契
約
者
ハ

　
　
更
二
保
険
金
額
ヲ
受
取
ル
ヘ
キ
者
ヲ
定
メ
又
ハ
被
保
険
者
ノ
為
メ
ニ
積
立
タ
ル
金
額
ノ
払
戻
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
保
険
契
約
老
力
前
項
二
定
メ
タ
ル
権
利
ヲ
行
ナ
ハ
ス
シ
テ
死
亡
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
被
保
険
者
ヲ
以
テ
保
険
金
額
ヲ
受
取
ル
ヘ
キ
者
ト
ス
」

　
ま
ず
、
第
四
三
〇
条
に
よ
り
、
生
命
保
険
に
つ
い
て
も
、
他
人
の
た
め
に
す
る
（
損
害
）
保
険
契
約
締
結
の
可
能
性
の
規
定
が
準
用
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
問
題
と
な
る
の
は
第
四
二
八
条
の
規
定
で
あ
る
。
旧
商
法
六
七
八
～
六
八
一
条
に
該
当
す
る
も
の
と
さ
れ

る
が
、
本
条
一
項
に
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
保
険
詐
欺
が
頻
発
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
ま
た
親
族
の
家
計
維
持
を
考
慮
に
置
き
、
保

険
金
を
受
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
．
被
保
険
者
、
そ
の
相
続
人
ま
た
は
親
族
に
限
る
も
の
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
発
生
し
た
保
険
金
請
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

権
の
譲
渡
さ
え
も
、
一
項
の
趣
旨
を
貫
徹
す
る
た
め
に
被
保
険
者
の
親
族
に
限
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
．
損
害
保
険
契
約
と
同
様
に
、
他

人
の
た
め
に
す
る
生
命
保
険
契
約
の
締
結
の
可
能
性
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
の
、
そ
の
考
え
て
い
る
実
質
的
内
容
に
お
い
て
は
大
き
く
異

な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

96

明
治
三
二
年
新
商
法
は
明
治
四
四
年
に
至
り
改
正
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、

第
四
二
八
条
ノ
ニ

そ
の
間
の
事
情
を
検
討
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。



「
保
険
金
額
ヲ
受
取
ル
ヘ
キ
者
力
第
三
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
第
三
者
ハ
当
然
保
険
契
約
ノ
利
益
ヲ
享
受
ス
但
保
険
契
約
者
力
別
段
ノ
意
思
ヲ
表
示
シ
タ

ル
ト
キ
ハ
其
意
思
二
従
フ

前
項
但
書
ノ
規
定
二
依
リ
保
険
契
約
者
力
保
険
金
額
ヲ
受
取
ル
ヘ
キ
者
ヲ
指
定
又
ハ
変
更
ス
ル
権
利
ヲ
有
ス
ル
場
合
二
於
テ
其
権
利
ヲ
行
ハ
ス
シ
テ

死
亡
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
保
険
金
額
ヲ
受
取
ル
ヘ
キ
者
ノ
権
利
ハ
之
二
因
リ
テ
確
定
ス
」

他人のためにする生命保険契約

　
改
正
理
由
に
よ
れ
ば
、
本
条
は
、
保
険
金
額
を
受
取
る
べ
ぎ
者
が
保
険
契
約
者
に
あ
ら
ざ
る
場
合
、
そ
の
者
は
別
段
受
益
の
意
思
を
表

示
す
る
こ
と
が
な
く
て
も
、
当
然
保
険
契
約
に
よ
る
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
と
い
う
原
則
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
明

治
三
二
年
商
法
の
下
で
は
（
四
二
八
条
）
、
金
額
の
受
取
人
が
第
三
者
で
あ
る
と
き
は
、
契
約
の
利
益
を
直
ち
に
受
け
る
か
、
ま
た
は
そ
の

者
が
意
思
表
示
を
し
た
と
き
に
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
に
な
る
か
が
不
明
で
あ
っ
た
た
め
、
「
契
約
締
結
と
同
時
に
」
当
然
保
険
契
約
の

利
益
を
受
け
る
旨
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
但
書
は
保
険
契
約
者
が
保
険
金
受
取
人
の
指
定
ま
た
は
変
更
す
る
権
利
を
留
保

し
う
る
と
し
て
い
る
が
、
本
来
当
然
に
契
約
の
利
益
を
受
け
る
の
だ
け
れ
ど
、
保
険
契
約
者
の
意
思
を
尊
重
し
、
留
保
し
た
場
合
に
は
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

然
に
契
約
上
の
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
い
え
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
そ
し
て
、
商
法
中
改
正
案
に
つ
い
て
の
法
律
取
調
委
員
会
議
事
速
記
録
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
生
命
保
険
に
つ
い
て
は
、
別
段

の
意
思
を
表
示
し
た
場
合
以
外
は
保
険
契
約
の
成
立
と
同
時
に
当
然
に
保
険
金
額
を
受
取
る
権
利
を
取
得
す
る
と
す
る
こ
と
つ
い
て
賛
否

両
論
の
議
論
が
な
さ
れ
た
こ
と
も
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。
梅
謙
次
郎
は
、
「
損
害
保
険
二
関
シ
テ
ハ
規
定
ガ
ア
ル
ケ
レ
ド
モ
生
命
保
険
二

付
テ
ハ
規
定
ガ
欠
ケ
テ
居
ッ
タ
ソ
レ
デ
補
ッ
タ
ソ
デ
ア
ル
詰
リ
損
害
保
険
二
付
テ
ハ
同
様
ノ
規
定
ガ
ア
ル
ト
斯
ウ
言
ハ
レ
マ
ス
ケ
レ
ド
モ

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ

四
百
二
条
ノ
場
合
ト
本
条
ノ
場
合
ハ
余
程
趣
キ
ガ
違
ウ
余
程
性
質
ガ
違
ウ
」
（
八
九
頁
）
、
「
保
険
金
受
取
人
ヲ
指
定
シ
テ
モ
確
定
的
二
其
者

、
　
、
　
、
　
、
　
、
、
　
、
　
、
　
、
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
、
　
、
　
、
、
、
　
、
　
、
h
　
、
　
、
　
、
、
、
、
　
、
　
、
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
、

二
権
利
ヲ
与
ヘ
ル
ト
云
フ
意
思
ハ
ナ
イ
ノ
デ
先
ヅ
一
応
ハ
何
某
ト
云
フ
モ
ノ
ニ
極
メ
テ
置
ク
併
シ
ナ
ガ
ラ
死
亡
マ
デ
ニ
意
思
ガ
変
ハ
レ
パ

ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

ソ
レ
ハ
保
険
契
約
者
ノ
意
思
二
従
テ
変
更
ス
ル
積
リ
デ
ア
ル
ト
云
フ
ノ
ガ
普
通
デ
ア
ル
」
（
九
〇
頁
）
と
し
、
「
保
険
ノ
契
約
ト
云
フ
モ
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

ハ
一
種
特
別
ノ
契
約
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
普
通
ノ
単
純
二
利
益
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
契
約
ト
ハ
余
程
趣
キ
ガ
違
ウ
ソ
レ
デ
規
定
ガ
違
ッ
テ
居
ツ
テ
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ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

モ
相
当
ノ
説
明
ガ
出
来
ル
コ
ト
ト
思
ウ
」
（
九
五
頁
）
と
述
べ
．

ま
た
岡
野
敬
次
郎
も
、
「
併
シ
ナ
ガ
ラ
此
損
害
保
険
契
約
二
付
テ
第
三
者
ガ
当
然
契
約
ノ
利
益
ヲ
享
受
ス
ル
ト
云
フ
原
則
ヲ
執
ツ
タ
ナ
ラ

バ
明
ラ
カ
ニ
民
法
ノ
第
五
百
三
十
七
条
二
対
ス
ル
ト
コ
ロ
ノ
例
外
ノ
規
定
ト
言
ワ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
明
ラ
カ
デ
ア
ル
ト
思
フ
詰

リ
損
害
保
険
二
付
テ
民
法
ノ
原
則
二
対
ス
ル
例
外
ヲ
執
ツ
テ
其
例
外
ヲ
生
命
保
険
ニ
モ
当
嵌
メ
テ
宜
シ
イ
モ
ノ
デ
ア
ル
カ
ド
ウ
カ
ト
云
フ

　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ

コ
ト
ガ
問
題
デ
必
ズ
シ
モ
民
法
ノ
原
則
二
従
ワ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ
道
理
モ
ナ
シ
又
損
害
保
険
ノ
例
外
規
定
二
拠
ラ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ

ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

コ
ト
ハ
ナ
イ
」
（
九
三
頁
）
、
「
法
律
関
係
ハ
違
ヒ
マ
ス
ケ
レ
ド
モ
趣
意
ハ
ヤ
ハ
リ
同
様
ノ
趣
意
デ
ソ
レ
ハ
贈
与
二
付
テ
贈
与
者
ノ
死
亡
ノ
場

合
二
死
亡
二
因
テ
効
力
ヲ
生
ズ
ベ
キ
行
為
ハ
遺
贈
二
関
ス
ル
規
定
二
従
フ
斯
ウ
云
フ
コ
ト
ガ
民
法
二
規
定
シ
テ
ア
ル
法
律
関
係
ハ
違
ウ
ケ

レ
ド
モ
趣
意
ハ
己
レ
ノ
死
亡
ノ
場
合
二
於
テ
保
険
金
ノ
受
取
人
ト
シ
テ
他
人
ヲ
指
定
ス
ル
ト
云
フ
ナ
ラ
パ
其
場
合
ニ
ハ
私
ハ
民
法
贈
与
二

関
ス
ル
規
定
即
チ
五
百
五
十
四
条
ノ
趣
意
ヲ
執
ツ
テ
…
…
保
険
契
約
者
自
ラ
被
保
険
者
タ
ル
場
合
二
於
テ
他
人
ヲ
保
険
金
ノ
受
取
人
ト
指

定
ス
ル
場
合
デ
ア
リ
マ
ス
レ
バ
原
案
ト
反
対
ノ
原
則
ヲ
執
ツ
テ
即
チ
其
被
保
険
者
死
亡
ノ
場
合
二
於
テ
保
険
金
ヲ
受
取
ル
ベ
キ
事
由
ノ
発

生
シ
タ
ル
場
合
二
於
テ
第
三
者
ガ
契
約
上
ノ
権
利
ヲ
取
得
ス
ル
ト
斯
ウ
云
フ
コ
ト
ニ
シ
テ
モ
私
ハ
宜
シ
カ
ロ
ウ
ト
思
ヒ
マ
ス
」
（
九
四
頁
）

と
し
、
明
瞭
に
反
対
の
意
を
表
明
し
て
い
た
。

　
そ
し
て
、
こ
う
し
た
賛
否
両
論
が
存
在
し
た
こ
と
と
並
ん
で
こ
の
改
正
の
最
も
大
き
な
意
義
は
、
保
険
金
受
取
人
と
な
り
う
る
も
の
は

被
保
険
者
、
そ
の
相
続
人
ま
た
は
親
族
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
親
族
主
義
を
採
用
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
一
歩
踏
み

出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
親
族
に
限
っ
て
し
ま
う
と
、
受
取
人
の
範
囲
が
余
り
に
狭
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
仮
に
広
げ
て
も
実
害
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
立
法
の
経
緯
を
見
て
分
か
る
こ
と
は
、
他
人
の
た
め
に
す
る
損
害
保
険
契
約
に
つ
い
て
は
、
相
当
早
い
段
階
か
ら
、
ほ
ぼ
同

時
期
に
立
法
段
階
に
あ
っ
た
民
法
の
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
を
意
識
し
、
そ
の
範
躊
で
こ
れ
を
構
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
し
、
ま
た



現
行
法
と
ほ
ぽ
同
様
の
規
定
の
体
裁
を
と
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
の
に
対
し
、
他
人
の
た
め
に
す
る
生
命
保
険
契
約
に
つ
い
て
は
、

複
雑
な
変
遷
を
た
ど
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
明
治
三
二
年
新
商
法
は
も
ち
ろ
ん
、
同
四
四
年
改
正
直
前
ま
で
、
他
人
の
た
め
に

す
る
生
命
保
険
契
約
は
あ
く
ま
で
も
被
保
険
者
の
親
族
の
家
計
維
持
と
い
う
限
定
さ
れ
た
範
囲
の
保
険
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
四
四
年

の
改
正
に
至
っ
て
初
め
て
そ
の
受
取
人
の
範
囲
を
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
拡
大
も
極
め
て
消
極
的
な
根
拠
、
す
な
わ
ち
狭

き
に
失
し
な
い
よ
う
に
あ
る
い
は
実
害
が
な
い
か
ら
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
本
質
を
他
人
の
た
め
に
す
る
損
害
保
険
契
約
や
第
三
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

の
た
め
に
す
る
契
約
と
同
様
と
考
え
た
た
め
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
他
人
の
た
め
に
す
る
生
命
保
険
契
約
に
つ
い
て
は
、
そ
の
規
定
上
表
面
に
現
わ
れ
た
体
裁
か
ら
離
れ
て
、
独

自
に
そ
の
法
的
性
質
が
検
討
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。

他人のためにする生命保険契約

パ　ハ　パ　パ　パ　ハ　パ　パ　ハ　ハ　パ

1110987654321）　）　）　）　）　）　 ）　）　 ）　）　）

ロ
エ
ス
レ
ル
氏
起
稿
『
商
法
草
案
　
下
』
（
司
法
省
）
一
二
一
　
一
二
二
頁
。

長
谷
川
喬
『
商
法
正
義
　
五
巻
』
一
七
頁
～
｝
八
頁
。

長
谷
川
・
前
掲
書
一
七
九
頁
。

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
二
〇
巻
』
（
法
典
調
査
会
商
法
決
議
案
）
三
三
頁
、
三
〇
頁
．

水
口
・
前
掲
論
文
三
頁
。

『
商
法
修
正
案
参
考
書
』
一
六
五
頁
、
『
商
法
修
正
案
理
由
書
』
三
三
五
頁
．

『
商
法
修
正
案
参
考
書
』
一
七
七
頁
、
『
商
法
修
正
案
理
由
書
』
三
五
八
頁
、
三
六
三
頁
。

法
律
新
聞
社
編
纂
『
改
正
商
法
理
由
』
（
政
府
委
員
斉
藤
十
一
郎
）
三
七
五
～
三
八
一
頁
。

『
法
律
取
調
委
員
会
（
商
法
中
改
正
案
）
議
事
速
記
録
』
八
八
～
一
〇
〇
頁
．

法
律
新
聞
社
編
纂
・
前
掲
改
正
商
法
理
由
三
七
八
頁
。

と
り
わ
け
指
定
権
、
変
更
権
の
留
保
に
関
す
る
起
草
委
員
等
の
議
論
は
興
味
深
い
。
起
草
者
の
多
く
は
損
害
保
険
の
場
合
と
そ
の
性
質
は
異
な

る
と
明
瞭
に
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
．
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三
　
他
人
の
た
め
に
す
る
生
命
保
険
契
約
の
性
質

　
他
人
の
た
め
に
す
る
保
険
契
約
が
、
一
般
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
民
法
に
お
け
る
「
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
」
の
一
種
で
あ
る
、
あ

る
い
は
そ
の
特
則
で
あ
る
と
考
え
う
る
か
に
つ
い
て
の
解
答
を
用
意
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
「
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
」
に
つ
い

て
の
検
討
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
．
こ
う
し
た
検
討
な
く
し
て
は
、
い
か
な
る
点
に
お
い
て
そ
の
原
形
と
さ
れ
る
「
第
三
者
の
た
め

に
す
る
契
約
」
の
一
種
あ
る
い
は
例
外
と
い
え
る
の
か
が
不
明
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
多
く
の
見
解
で
は
、
他
人
の
た
め
に
す
る
保
険
契
約
は
保
険
者
と
保
険
契
約
者
と
の
間
に
成
立
し
、
被
保
険
者
（
損
害
保
険
）
な
い
し
は

保
険
金
受
取
人
（
生
命
保
険
）
の
権
利
取
得
と
い
う
効
果
が
こ
れ
ら
の
契
約
当
事
者
の
合
意
の
効
果
と
し
て
直
接
に
生
ず
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
根
拠
と
し
、
民
法
の
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
の
コ
種
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
．
ま
た
、
民
法
の
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約

の
「
特
則
」
と
さ
れ
る
の
は
、
他
人
の
た
め
に
す
る
保
険
契
約
に
お
け
る
被
保
険
者
や
保
険
金
受
取
人
は
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヱ
ロ

と
は
異
な
り
特
別
な
受
益
の
意
思
表
示
を
要
せ
ず
し
て
、
当
然
に
契
約
の
利
益
を
享
受
す
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。

　
は
た
し
て
、
こ
う
し
た
理
解
で
十
分
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
と
い
う
も
の
自
体
が
民
法
学
で
も

検
討
さ
れ
つ
く
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。
来
栖
博
士
は
「
何
か
説
明
に
こ
ま
り
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
と
い
う
と
一
寸

う
ま
く
説
明
が
つ
く
よ
う
に
見
え
る
」
あ
る
い
は
「
『
法
律
学
上
の
怪
物
』
と
か
呼
ば
れ
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
契
約
で
あ
る
か
理
解
し
あ

ぐ
ん
で
き
た
．
そ
し
て
、
い
ま
で
も
ま
だ
明
確
に
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
」
と
さ
れ
る
の
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
事
情
を
物
語
っ
た
も

　
　
　
　
　
（
2
）

の
と
い
え
よ
う
。
と
は
い
え
、
あ
る
契
約
が
他
の
契
約
の
一
種
あ
る
い
は
特
則
で
あ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
い
か
な
る
点
に
同
一
性
と
異

質
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
．
そ
の
検
討
な
し
に
は
容
易
に
解
答
は
見
出
し
え
な
い
。

　
（
1
）
　
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約

1∞



他人のためにする生命保険契約

　
①
「
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
」
の
特
質
は
、
第
三
者
を
し
て
直
接
に
権
利
を
取
得
せ
し
め
る
と
い
う
点
だ
け
に
存
し
、
そ
の
他

の
点
に
お
い
て
は
、
当
事
者
間
に
効
果
を
生
ず
る
と
こ
ろ
の
普
通
の
契
約
と
異
な
ら
な
い
．
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
と
い
っ
て
も
、

別
段
そ
の
よ
う
な
特
殊
の
契
約
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
基
本
行
為
た
る
普
通
の
契
約
の
内
容
の
一
部
分
が
第
三
者
に
権
利
を
取
得
せ
し

め
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
に
止
ま
る
。
こ
の
第
三
者
を
し
て
権
利
を
取
得
せ
し
め
る
こ
と
に
関
す
る
部
分
を
第
三
者
約
款
（
寄
①
昌
－

　
　
　
　
　
　
（
3
）

5
き
絶
）
と
い
う
。
例
え
ば
、
売
買
に
お
い
て
代
金
が
売
主
以
外
の
第
三
老
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
約
し
、
贈
与
に
お
い
て
受
贈
者

が
給
付
を
受
け
る
代
り
に
直
接
に
第
三
者
に
給
付
が
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
約
す
る
よ
う
な
場
合
に
、
売
買
ま
た
は
贈
与
は
基
本
行
為
で

あ
っ
て
、
そ
の
内
容
の
一
部
分
と
し
て
第
三
者
約
款
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
法
律
行
為
論
的
に
分
析
す
れ
ば
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
の
特
質
は
、
第
三
者
に
直
接
に
権
利
を
取
得
さ
せ

る
趣
旨
が
契
約
の
内
容
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
も
そ
も
受
益
者
が
誰
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
契
約
の
要
素
的
内

容
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
契
約
が
有
効
に
成
立
す
る
た
め
に
は
、
受
益
者
に
つ
い
て
の
両
当
事
者
の

合
意
が
必
要
で
あ
り
、
も
し
こ
れ
（
合
意
）
を
欠
け
ば
そ
の
契
約
は
不
成
立
で
あ
る
し
、
受
益
者
が
不
確
定
で
あ
れ
ば
そ
の
契
約
は
無
効
と

　
　
　
　
　
　
（
4
）

な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
，
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
も
一
の
契
約
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
契
約
の
成
立
要
件
、
効
力

要
件
も
通
常
の
契
約
と
同
様
に
考
え
う
る
こ
と
、
た
だ
し
契
約
内
容
の
一
部
に
第
三
者
約
款
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
特
色
と
い
え
る
。

　
他
人
の
た
め
に
す
る
保
険
契
約
と
の
関
わ
り
で
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
は
第
三
者
約
款
に
つ
い
て
で
あ
る
。
民
法
の
学
説
・
判
例
に
よ
れ

ば
、
第
三
者
は
契
約
締
結
の
当
時
に
現
存
す
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
ま
た
特
定
し
て
い
な
く
て
も
、
特
定
し
う
る
も
の
で
あ
れ
ば
足
る
と
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

れ
る
。
た
だ
し
、
受
益
の
意
思
表
示
を
な
す
べ
き
と
き
に
は
現
存
し
、
特
定
す
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
第
三
者
の
た
め
に
す

る
契
約
の
有
効
要
件
と
し
て
は
、
そ
の
第
三
者
が
特
定
し
う
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
第
三
者
の
権
利
の
発
生
要
件
と
し
て
は
受
益

の
意
思
表
示
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
と
き
に
特
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
②
と
こ
ろ
で
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
の
特
質
を
考
え
る
た
め
に
は
、
第
三
者
に
対
し
、
い
か
な
る
権
利
が
ど
の
よ
う
に
帰
属
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す
る
か
も
重
大
な
意
義
を
有
す
る
。
一
般
的
に
は
．
契
約
当
事
者
の
効
果
意
思
に
従
い
第
三
者
が
権
利
を
取
得
し
う
る
こ
と
と
な
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

受
益
の
意
思
表
示
を
も
っ
て
第
三
者
の
権
利
発
生
要
件
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
民
法
は
、
五
三
七
条
一
項
に
お
い
て
、
第
三
者
の
権
利

は
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
の
直
接
の
効
果
に
よ
り
発
生
す
る
と
い
う
近
代
法
理
を
認
め
な
が
ら
、
同
条
二
項
で
は
、
第
三
者
の
権
利
は
そ
の
第
三
者

が
諾
約
者
に
対
し
て
受
益
の
意
思
表
示
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
と
し
て
お
り
、
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
）
。
こ
れ

を
言
い
換
え
れ
ば
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
が
締
結
さ
れ
る
と
、
第
三
者
が
権
利
を
取
得
す
る
効
果
を
除
き
、
契
約
上
の
一
切
の
効

果
が
生
ず
る
。
諾
約
者
は
第
三
者
に
給
付
す
べ
き
義
務
を
要
約
者
に
対
し
て
負
担
す
る
効
果
も
生
ず
る
。
さ
ら
に
、
第
三
者
が
受
益
の
意

思
表
示
を
な
せ
ぽ
取
得
し
う
る
第
三
者
の
権
利
（
期
待
権
）
も
発
生
す
る
。
受
益
の
意
思
表
示
は
た
だ
第
三
者
の
権
利
取
得
と
い
う
効
果
を

発
生
せ
し
め
る
た
め
の
要
件
と
把
握
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
第
三
者
は
、
一
方
的
な
意
思
表
示
に
よ
り
権
利
を
取
得
す
る
と
い
う
法
律
上
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

あ
る
か
ら
、
未
だ
受
益
の
意
思
表
示
を
な
す
以
前
に
お
い
て
も
、
第
三
者
は
一
種
の
形
成
権
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、

こ
の
形
成
権
は
当
事
者
の
合
意
に
よ
り
変
更
ま
た
は
消
滅
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
り
（
民
五
三
八
条
）
、
　
一
種
の
法
律
上
の
可
能

性
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
次
に
、
右
の
問
題
と
の
関
連
で
、
民
法
五
三
七
条
二
項
が
強
行
規
定
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も
検
討
を
要
す
る
。
す
な
わ
ち
、
要
約
者
・

諾
約
者
間
の
契
約
で
、
第
三
者
は
受
益
の
意
思
表
示
を
ま
た
ず
に
当
然
に
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
か

で
あ
る
。
こ
う
し
た
特
約
も
有
効
で
あ
る
と
す
る
見
解
と
、
か
か
る
特
約
は
無
効
で
あ
る
と
す
る
見
解
と
が
対
立
し
て
い
る
．

　
有
効
説
は
、
私
的
自
治
の
支
配
下
で
は
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
に
盛
ら
れ
た
契
約
当
事
者
の
効
果
意
思
が
、
第
三
者
に
あ
る
権

利
を
取
得
さ
せ
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
第
三
者
は
当
然
そ
の
契
約
の
効
果
意
思
に
よ
っ
て
権
利
を
取
得
し
う
る
の
で
あ
り
、
受

益
の
意
思
表
示
は
第
三
者
の
権
利
取
得
の
原
因
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
た
か
だ
か
法
が
原
則
と
し
て
権
利
取
得
を
そ
の
者
の
受
益
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

思
表
示
の
条
件
と
し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
と
主
張
し
、
無
効
説
は
、
利
益
と
い
え
ど
も
意
思
に
反
し
て
は
強
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
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（
9
）

い
う
趣
旨
を
無
視
し
え
な
い
こ
と
、
負
担
付
ぎ
で
権
利
を
取
得
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
主
張
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
か
か
る
特
約
を
無
効
と
解
し
た
場
合
に
は
、
常
に
必
ず
第
三
者
の
受
益
の
意
思
表
示
が
第
三
者
の
権
利
の
発
生
要
件
と
さ

れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
理
解
の
下
で
は
、
こ
の
第
三
者
は
少
な
く
と
も
受
益
の
意
思
表
示
の
時
点
で
は
現
存
し
、
特
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
．
事
柄
の
性
質
か
ら
で
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
な
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
受
益
の
意
思
表
示
を
な
し
え
な
い

か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
第
三
者
が
特
定
さ
れ
受
益
の
意
思
表
示
が
な
さ
れ
る
ま
で
は
第
三
者
の
権
利
は
発
生
し
な
い
。

た
か
だ
か
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
り
変
更
・
消
滅
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
法
律
上
の
可
能
性
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
「
期
待

権
」
と
い
い
、
ま
た
「
法
律
上
の
可
能
性
」
と
は
い
っ
て
も
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
ら
な
く
て
は
変
更
・
消
滅
さ
せ
え
な
い
と
い
う
点
は

重
大
で
あ
る
。
契
約
内
容
と
な
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
合
意
を
要
す
る
の
で
あ
り
、
第
三
者
の
意
思
と
は
無
関
係
と
は
い
え
、
他
人
の
た
め

に
す
る
生
命
保
険
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
少
く
と
も
契
約
当
事
老
の
双
方
の
意
思
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
契
約
成
立
後
受
益
の

意
思
表
示
が
な
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
要
約
者
・
諾
約
者
の
間
に
は
、
要
約
者
が
諾
約
者
に
対
し
て
、
第
三
者
に
対
す
る
債
務
を
履
行
す

べ
き
旨
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
と
な
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
有
効
説
に
立
つ
場
合
に
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
．
民
法
学
説
上
の
有
効
説
に
立
ち
、
第
三
者
の
受
益
の
意

思
表
示
を
ま
た
ず
に
要
約
者
・
諾
約
者
間
の
契
約
に
よ
り
第
三
者
が
当
然
に
権
利
を
取
得
し
う
る
と
考
え
た
と
し
て
も
、
は
た
し
て
そ
の

場
合
に
も
、
通
常
の
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
に
お
け
る
の
と
同
様
の
議
論
で
、
第
三
者
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
可
能

と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
要
約
者
・
諾
約
者
間
の
契
約
で
、
不
特
定
の
第
三
者
が
受
益
の
意
思
表
示
を
ま
た
ず
に
当
然
に
権
利
を
取
得
す

る
も
の
と
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
ま
で
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
考
え
に
よ
れ
ば
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
と
同
時
に
第

三
者
の
権
利
も
ま
た
確
定
的
に
発
生
す
る
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
単
な
る
法
律
上
の
可
能
性
を
越
え
て
、
特
定
人
に
特
定
の
権
利

が
発
生
す
る
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
る
。

　
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
の
特
殊
な
構
造
、
す
な
わ
ち
契
約
の
成
立
要
件
と
効
力
要
件
、
そ
し
て
第
三
者
の
権
利
の
発
生
要
件
と
い
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う
構
造
か
ら
す
れ
ば
、
契
約
の
目
的
の
特
定
性
を
い
か
に
考
察
す
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。
無
効
説
か
ら
は
、
第
三
者
に
よ
る
受
益
の
意

思
表
示
を
第
三
者
の
権
利
取
得
の
絶
対
的
要
件
と
見
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
間
の
関
係
を
把
握
す
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
あ
る
．
受

益
の
意
思
表
示
を
発
生
要
件
と
す
る
な
ら
ば
、
必
ず
や
第
三
者
が
意
思
表
示
者
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
特
定
性
は
第
三

者
約
款
と
し
て
契
約
の
効
力
要
件
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
履
行
の
時
ま
で
に
特
定
し
う
る
も
の
で
あ
れ
ば
足
る
か
ら
で
あ
る
．

　
こ
れ
に
対
し
、
第
三
者
が
特
定
さ
れ
な
い
場
合
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
有
効
説
か
ら
の
説
明
は
困
難
で
あ
る
。
特
定
さ
れ
る
ま
で
は
効

力
は
生
じ
て
い
な
い
と
考
え
る
の
か
、
そ
れ
と
も
契
約
締
結
と
同
時
に
不
特
定
の
第
三
者
に
権
利
取
得
が
生
ず
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
、

不
明
で
あ
る
。
そ
し
て
あ
る
い
は
、
不
特
定
の
た
め
に
す
る
場
合
は
か
か
る
合
意
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
（
1
）
　
一
註
（
1
）
で
挙
げ
た
各
見
解
。
一
註
（
2
）
の
水
口
教
授
、
三
（
1
）
註
（
4
）
後
述
の
倉
沢
教
授
は
、
他
人
の
た
め
に
す
る
生
命
保
険
に

　
　
つ
ぎ
疑
問
を
提
起
さ
れ
る
．

　
（
2
）
　
来
栖
三
郎
「
第
三
老
の
た
め
に
す
る
契
約
」
民
商
法
雑
誌
三
九
巻
四
・
五
・
六
号
五
一
四
頁
。

　
（
3
）
　
中
馬
義
直
『
注
釈
民
法
コ
ニ
巻
』
三
二
四
、
三
二
五
頁
、
竹
屋
芳
昭
「
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
」
『
契
約
法
大
系
一
巻
』
二
七
二
頁
以
下
、

　
　
我
妻
栄
『
債
権
各
論
上
巻
』
二
八
頁
．

　
（
4
）
　
倉
沢
康
一
郎
「
保
険
金
受
取
人
の
変
更
」
文
研
論
集
八
七
号
八
頁
．

　
（
5
）
　
中
馬
・
前
掲
書
三
四
一
頁
、
我
妻
・
前
掲
書
一
二
〇
頁
．

　
（
6
）
　
中
馬
・
前
掲
書
三
四
二
頁
、
我
妻
・
前
掲
書
一
二
一
頁
、
土
生
滋
穂
「
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
に
お
け
る
第
三
者
」
富
山
大
経
済
論
集
六

　
　
巻
三
・
四
号
二
六
〇
号
．
反
対
”
末
川
博
『
契
約
総
論
』
一
七
五
頁
。

　
（
7
）
　
中
馬
・
前
掲
書
三
四
三
頁
、
我
妻
・
前
掲
書
一
二
二
頁
、
土
生
・
前
掲
論
文
二
六
二
頁
、
竹
屋
・
前
掲
論
文
二
八
一
頁
。

　
（
8
）
　
中
馬
・
前
掲
書
三
四
二
頁
、
末
川
博
『
契
約
法
上
巻
』
一
二
二
頁
．

　
（
9
）
　
我
妻
・
前
掲
書
一
一
二
頁
、
土
生
・
前
掲
論
文
二
六
一
頁
。
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（
2
）
　
他
人
の
た
め
に
す
る
損
害
保
険
契
約

　
他
人
の
た
め
に
す
る
損
害
保
険
契
約
が
民
法
に
お
け
る
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
の
一
種
な
い
し
は
そ
の
例
外
て
あ
る
と
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
現
在
お
よ
び
旧
来
の
学
説
も
ほ
ぼ
定
説
的
に
承
認
し
て
い
る
。
古
く
は
、
岡
野
敬
次
郎
博
士
が
、
「
余
ハ
第
三
者
ノ
利
益

ノ
為
メ
ニ
ス
ル
契
約
ナ
リ
ト
説
明
ス
ル
ノ
正
当
ナ
ル
ヲ
信
ス
此
種
ノ
契
約
力
既
二
私
法
ノ
制
度
ト
シ
テ
認
メ
ラ
レ
タ
ル
以
上
ハ
他
人
ノ
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

メ
ニ
ス
ル
保
険
契
約
ヲ
目
シ
テ
ソ
ノ
一
種
ナ
リ
ト
ス
ル
ハ
敢
テ
異
ム
ニ
足
ラ
サ
ル
ナ
リ
…
…
我
民
法
モ
亦
第
三
者
二
対
シ
テ
給
付
ヲ
為
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

ヲ
約
ス
ル
ノ
効
力
ア
ル
ヲ
明
定
ス
他
人
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
保
険
契
約
ハ
能
ク
其
性
質
ヲ
具
備
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
…
…
第
三
者
力
当
然
権
利
ヲ

取
得
ス
ト
ス
ル
カ
若
ク
ハ
所
謂
承
認
ヲ
必
要
ト
ス
ル
カ
将
又
契
約
ノ
趣
旨
当
事
者
ノ
意
思
ヲ
標
準
ト
シ
テ
決
定
ス
ヘ
キ
カ
ハ
立
法
上
ノ
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
（
1
）

義
問
題
ニ
シ
テ
其
当
否
ハ
措
キ
余
ハ
共
二
第
三
者
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
契
約
ト
ス
ル
ノ
理
二
於
テ
妨
ナ
キ
ヲ
信
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
述
べ
、
ま

た
近
時
の
学
説
の
多
く
も
、
他
人
の
た
め
に
す
る
保
険
契
約
は
保
険
者
と
保
険
契
約
者
と
の
間
に
成
立
し
、
被
保
険
者
の
権
利
取
得
と
い

う
効
果
は
こ
れ
ら
の
契
約
当
事
者
の
合
意
の
効
果
と
し
て
直
接
に
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
民
法
の
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
の
一
種

で
あ
る
が
、
た
だ
第
三
者
の
権
利
取
得
に
関
し
民
法
の
よ
う
に
受
益
の
意
思
表
示
を
要
求
し
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
民
法
の
例
外

　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
な
す
も
の
と
す
る
。

　
そ
こ
で
、
確
か
に
民
法
の
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
の
一
種
と
い
い
う
る
か
に
つ
い
て
、
両
者
を
対
比
し
つ
つ
こ
の
問
題
を
検
討
し

て
見
よ
う
と
思
う
．
ま
ず
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
に
あ
っ
て
は
、
基
本
行
為
た
る
普
通
の
契
約
の
内
容
の
一
部
が
第
三
者
の
権
利

取
得
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
第
三
者
約
款
を
含
む
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
契
約
の
構
造
か
ら
す
れ
ば
、
第
三
者
が
誰
か
と
い
う

こ
と
も
ま
た
契
約
の
要
素
的
内
容
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
が
有
効
に
成
立
す
る
た
め
に
は
、

契
約
当
事
者
に
そ
の
旨
の
合
意
が
あ
る
こ
と
を
要
す
る
．
誰
を
受
益
者
に
す
る
か
に
つ
い
て
契
約
当
事
者
に
合
意
が
な
け
れ
ば
そ
の
契
約

は
不
成
立
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
点
が
不
確
定
な
ら
ば
契
約
は
無
効
で
あ
る
．

　
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
理
解
を
前
提
と
し
て
、
両
老
を
比
較
し
て
み
る
と
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
も
他
人
の
た
め
に
す
る
損
害
保
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険
契
約
も
両
者
共
に
、
要
約
者
（
保
険
契
約
者
）
と
諾
約
者
（
保
険
者
）
と
の
間
に
契
約
が
存
在
し
て
お
り
、
第
三
者
（
被
保
険
者
）
に
直
接

に
権
利
を
取
得
さ
せ
る
趣
旨
が
契
約
の
内
容
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
第
三
者
約
款
に
つ
い
て
も
、
第
三
者
（
受
益
者
、
被
保
険

者
）
が
通
常
は
両
者
の
契
約
と
も
特
定
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
将
来
特
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
契
約

は
有
効
に
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
若
干
問
題
と
な
る
の
は
、
契
約
の
有
効
性
と
の
関
連
で
、
受
益
者
・
被
保
険
者
の
特
定
性
に
つ
い
て
で
あ
る
．
他
人
の
た
め
に
す
る
損

害
保
険
契
約
で
は
、
誰
を
被
保
険
者
と
す
る
か
は
契
約
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
こ
と
を
要
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
保
険
の
目
的
そ
の
他

か
ら
被
保
険
利
益
関
係
の
客
観
的
な
諸
要
素
が
確
定
さ
れ
る
以
上
は
、
そ
の
主
体
と
し
て
の
被
保
険
者
は
必
ず
固
定
さ
れ
て
い
な
く
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
被
保
険
利
益
の
主
体
た
る
べ
き
も
の
を
被
保
険
者
と
す
る
旨
の
合
意
さ
え
あ
れ
ば
契
約
は
有
効
で
あ

る
。
保
険
の
目
的
の
所
有
者
と
し
て
の
一
般
的
利
害
関
係
を
被
保
険
利
益
と
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
被
保
険
者
の
個
性
は
被
保
険
利
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
確
定
に
は
決
定
的
な
重
要
性
は
持
ち
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
他
人
の
た
め
に
す
る
損
害
保
険
契
約
で
は
、
そ

の
他
人
に
つ
い
て
の
特
定
性
が
問
題
と
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
損
害
保
険
に
お
い
て
は
被
保
険
利
益
と
の
関

わ
り
か
ら
自
ら
こ
れ
が
特
定
さ
れ
う
る
こ
と
と
な
る
と
い
う
特
殊
性
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る

契
約
で
も
、
契
約
当
初
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
三
（
1
）
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
受
益
の
意
思
表
示

を
権
利
取
得
の
要
件
と
す
る
以
上
、
そ
の
時
ま
で
に
こ
れ
が
特
定
さ
れ
れ
ば
よ
い
も
の
で
あ
る
し
、
受
益
の
意
思
表
示
を
要
す
る
こ
と
な

く
契
約
上
の
権
利
を
取
得
せ
し
め
う
る
と
い
う
有
効
説
に
従
っ
た
場
合
に
は
、
当
初
か
ら
特
定
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ

（
4
）る

。
い
ず
れ
に
し
て
、
両
者
の
契
約
に
お
い
て
受
益
者
、
被
保
険
者
に
つ
い
て
特
定
性
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
損

害
保
険
契
約
に
あ
っ
て
は
、
被
保
険
利
益
を
有
す
る
も
の
だ
け
が
保
険
契
約
上
の
利
益
を
享
受
し
う
る
地
位
に
あ
る
と
い
う
相
違
は
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
他
人
の
た
め
に
す
る
損
害
保
険
契
約
は
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
の
一
種
た
り
う
る
と
し
て
よ
さ
そ

う
で
あ
る
。
ま
ず
、
要
約
者
（
保
険
契
約
者
）
と
諾
約
者
（
保
険
者
）
と
の
間
に
有
効
な
契
約
が
存
在
し
て
お
り
、
第
三
者
に
直
接
に
権
利
を
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取
得
さ
せ
る
趣
旨
が
契
約
の
内
容
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
第
三
者
約
款
に
つ
い
て
も
、
契
約
の
要
素
的
内
容
と
な

っ
て
お
り
、
そ
の
特
定
性
を
要
求
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
．

　
他
人
の
た
め
に
す
る
損
害
保
険
契
約
で
は
、
契
約
の
締
結
と
同
時
に
、
契
約
当
事
者
の
意
思
効
果
と
し
て
、
被
保
険
者
に
権
利
が
発
生

す
る
。
こ
れ
が
民
法
の
例
外
と
さ
れ
る
理
由
で
あ
る
。
い
か
な
る
権
利
が
発
生
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
．
保
険
契
約
上
の
権
利
で
あ
る
と
さ

れ
る
．
し
か
し
、
そ
れ
は
保
険
事
故
が
発
生
す
る
前
の
段
階
で
あ
る
か
ら
、
保
険
者
の
危
険
負
担
債
務
に
対
応
す
る
期
待
権
で
あ
る
と
い

え
る
（
後
に
述
べ
る
が
、
こ
の
点
こ
そ
他
人
の
た
め
に
す
る
生
命
保
険
と
も
異
な
る
）
．
こ
れ
に
対
し
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
で
は
、
原
則

と
し
て
、
受
益
の
意
思
表
示
を
ま
っ
て
第
三
者
の
契
約
上
の
権
利
が
発
生
す
る
。
そ
れ
以
前
の
第
三
老
の
権
利
は
形
成
権
と
さ
れ
る
が
、

当
事
者
の
合
意
に
よ
り
変
更
・
消
滅
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
一
種
の
法
律
上
の
可
能
性
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
．
こ

れ
を
期
待
権
と
よ
ぶ
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
損
害
保
険
契
約
の
被
保
険
者
が
持
つ
と
こ
ろ
の
期
待
権
と
は
そ
の
法
律
上
の
性
質
を
ま
っ

た
く
異
に
す
る
。
損
害
保
険
契
約
で
は
、
契
約
が
有
効
に
成
立
し
た
以
上
は
、
も
う
既
に
こ
の
期
待
権
自
体
が
給
付
と
し
て
な
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
（
5
）

る
の
で
あ
る
か
ら
、
契
約
当
事
者
の
意
思
に
よ
る
変
更
・
消
滅
と
い
う
間
題
は
、
民
法
と
同
様
の
意
味
で
は
あ
り
え
な
い
。
被
保
険
利
益

と
離
れ
て
、
契
約
当
事
者
の
合
意
の
み
に
よ
り
、
被
保
険
者
の
権
利
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
．

　
わ
れ
わ
れ
は
、
何
を
も
っ
て
あ
る
契
約
が
他
の
契
約
の
一
種
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
．
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
す
れ
ば
、
契
約

の
成
立
要
件
や
有
効
要
件
と
い
う
点
で
は
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
も
他
人
の
た
め
に
す
る
損
害
保
険
契
約
も
同
種
で
あ
る
と
す
る

根
拠
は
得
ら
れ
た
。
こ
れ
で
、
契
約
の
同
一
性
と
い
う
意
味
で
は
十
分
と
は
思
わ
れ
る
が
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
契
約
に
よ
り
受
益
者
．

被
保
険
者
に
与
え
ら
れ
る
権
利
が
そ
の
本
質
に
お
い
て
同
一
で
あ
る
な
ら
ば
、
同
種
の
契
約
と
す
る
に
何
等
の
躊
躇
も
な
く
な
る
．
そ
こ

で
、
こ
の
点
を
検
討
し
て
み
る
と
、
受
益
者
・
被
保
険
者
に
与
え
ら
れ
る
権
利
は
基
本
契
約
（
通
常
の
契
約
と
保
険
契
約
）
の
相
違
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
同
一
の
性
質
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
に
関
し
て
、
受
益
の
意
思
表
示
を
排
除
す
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
無
効
説
か
ら
す
れ
ば
、
受
益
の
意
思
表
示
前
の
権
利
は
契
約
当
事
者
の
恣
意
に
任
さ
れ
た
は
な
は
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だ
不
安
定
な
法
律
上
の
地
位
に
過
ぎ
な
い
が
、
受
益
の
意
思
表
示
が
な
さ
れ
た
以
後
は
、
契
約
上
の
権
利
を
確
定
的
に
取
得
す
る
こ
と
と

な
る
．
こ
れ
に
対
し
、
有
効
説
に
よ
れ
ば
、
契
約
当
初
よ
り
完
全
に
契
約
上
の
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
．

　
保
険
契
約
に
お
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
被
保
険
者
は
期
待
権
を
有
す
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
言
う
と
こ
ろ
の
期
待
権
と

は
ま
さ
に
保
険
契
約
上
の
権
利
で
あ
る
。
受
益
の
意
思
表
示
を
要
し
な
い
こ
と
を
も
っ
て
例
外
と
す
る
と
し
て
も
、
他
人
の
た
め
に
す
る

損
害
保
険
契
約
の
場
合
に
は
、
契
約
の
初
め
か
ら
契
約
上
の
権
利
で
あ
る
期
待
権
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
．
そ
れ
は
、
第
三
者
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
す
る
契
約
に
お
い
て
、
受
益
の
意
思
表
示
前
の
第
三
者
の
有
す
る
法
律
上
の
期
待
と
い
う
も
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
受
益
の
意
思
表
示
後
に
第
三
者
が
取
得
す
る
権
利
が
、
契
約
当
事
者
の
効
果
意
思
に
従
っ
た
契
約
上
の
権
利
で
あ
る
以
上
、
こ

れ
と
の
対
比
が
な
さ
れ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
ま
さ
に
例
外
と
さ
れ
る
理
由
で
あ
る
、
受
益
の
意
思
表
示
を
必
要
と
す
る
か
否
か
と
い
う
こ

と
か
ら
く
る
相
違
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
と
も
に
契
約
上
の
権
利
で
あ
る
と
い
う
本
質
に
お
い
て
共
通
で
あ
る
な
ら
ば

（
そ
し
て
そ
れ
が
第
三
者
に
与
え
ら
れ
る
）
、
基
本
契
約
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
同
種
の
契
約
と
見
て
差
し
支
え
な
い
と
考
え
ら
れ
よ

う
。

パ パ　パ　パ　ハ ハ654321）　） ）　）　）　）

岡
野
敬
次
郎
「
他
人
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
保
険
契
約
」
法
学
新
報
一
六
巻
一
〇
号
六
頁
以
下
。

大
森
・
前
掲
書
一
〇
〇
頁
、
田
辺
・
前
掲
書
四
六
頁
、
倉
沢
康
一
郎
『
保
険
法
通
論
』
四
〇
頁
、
岡
野
・
前
掲
論
文
六
．
七
頁
。

大
森
・
前
掲
書
七
二
頁
、
九
七
頁
。

三
（
1
）
本
文
最
後
段
に
お
い
て
若
干
の
考
察
を
行
な
っ
た
が
、
こ
の
点
民
法
学
説
で
ふ
れ
る
も
の
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。

倉
沢
・
前
掲
書
二
八
頁
以
下
。

三
（
1
）
註
（
7
）
．

108

（
3
）
　
他
人
の
た
め
に
す
る
生
命
保
険
契
約

従
来
か
ら
の
他
人
の
た
め
に
す
る
生
命
保
険
契
約
に
つ
い
て
の
一
般
的
理
解
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
．

①
　
他
人
の
た
め
に
す



他人のためにする生命保険契約

る
生
命
保
険
契
約
に
お
い
て
は
、
契
約
者
が
別
段
の
意
思
を
表
示
し
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
受
取
人
は
、
受
益
の
意
思
表
示
を
必
要
と
せ
ず

し
て
、
当
然
に
保
険
契
約
の
利
益
を
享
受
す
る
（
商
六
七
五
条
一
項
）
。
民
法
の
例
外
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
．
②
　
権
利
取
得
の
時
期
は
、

締
約
当
初
か
ら
の
指
定
の
場
合
は
契
約
成
立
の
時
、
締
約
後
の
指
定
の
場
合
は
指
定
の
時
か
ら
で
あ
る
．
③
保
険
金
受
取
人
が
取
得
す

る
権
利
は
保
険
金
請
求
権
の
み
で
あ
り
、
こ
の
権
利
取
得
は
．
保
険
契
約
者
が
一
旦
取
得
し
た
権
利
を
承
継
的
に
取
得
す
る
の
で
は
な
く
、

受
取
人
に
指
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
自
己
固
有
の
権
利
と
し
て
原
始
的
に
取
得
す
る
の
で
あ
る
．
民
法
の
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

一
種
で
あ
る
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
民
法
に
よ
れ
ば
、
受
益
の
意
思
表
示
に
よ
っ
て
第
三
者
に
権
利
が
発
生
す
れ
ば
．
た
と
え
そ
れ
が
契
約
当
事
者
の
意
思
表

示
に
基
づ
く
効
果
と
し
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
権
利
は
第
三
者
に
確
定
的
に
帰
属
す
る
こ
と
と
な
り
、
契
約
当
事
者

が
後
に
そ
れ
を
変
更
し
た
り
、
消
滅
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
民
五
三
八
条
）
。
こ
れ
に
対
し
、
他
人
の
た

め
に
す
る
生
命
保
険
契
約
で
は
、
「
但
保
険
契
約
者
力
別
段
ノ
意
思
ヲ
表
示
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
意
思
二
従
フ
」
（
商
六
七
五
条
一
項
但
書
）
と

定
め
、
ま
た
「
前
項
但
書
ノ
規
定
二
依
リ
保
険
契
約
者
力
保
険
金
額
ヲ
受
取
ル
ヘ
キ
者
ヲ
指
定
又
ハ
変
更
ス
ル
権
利
ヲ
有
ス
ル
場
合
」

（
商
六
七
五
条
二
項
）
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
他
人
の
た
め
に
す
る
生
命
保
険
契
約
に
あ
っ
て
は
、
第
三
老
の
た
め
に
す
る
契
約
と
は

異
な
り
、
保
険
契
約
者
の
意
思
表
示
に
よ
り
、
受
益
者
た
る
保
険
金
受
取
人
の
権
利
を
不
確
定
・
浮
動
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
認
め
ら

　
　
パ
　
レ

れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
三
（
1
）
に
述
べ
た
よ
う
に
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
に
あ
っ
て
は
、
基
本
行
為
た
る
普
通
の
契
約
の
内
容
の
一
部

が
第
三
者
の
権
利
取
得
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
第
三
者
約
款
を
含
む
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
契
約
の
構
造
か
ら
す
れ
ぽ
、
第
三

者
す
な
わ
ち
受
益
者
が
誰
か
と
い
う
こ
と
も
ま
た
契
約
の
要
素
的
内
容
と
な
る
は
ず
で
あ
る
．
し
た
が
っ
て
、
そ
の
契
約
が
有
効
に
成
立

す
る
た
め
に
は
、
受
益
者
に
つ
い
て
も
両
当
事
者
す
な
わ
ち
保
険
者
と
保
険
契
約
者
の
間
に
合
意
が
存
在
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と

な
る
。
も
し
、
合
意
を
欠
い
て
い
る
な
ら
ば
そ
の
契
約
は
不
成
立
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
点
が
不
確
定
で
あ
れ
ば
そ
の
契
約
は
無
効
と
な
る
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（
3
）

は
ず
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
他
人
の
た
め
に
す
る
生
命
保
険
契
約
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
も
し
一
般
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
第
三
者
の
た
め

に
す
る
契
約
の
一
種
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
保
険
金
受
取
人
に
つ
い
て
の
合
意
は
契
約
の
要
素
的
内
容
と
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で

あ
る
。
契
約
の
当
事
者
が
そ
の
当
事
者
で
な
い
第
三
者
に
対
し
て
直
接
に
権
利
を
取
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
契
約
で
あ
り
、
第
三

者
の
権
利
取
得
の
原
因
た
る
第
三
者
約
款
は
、
法
律
行
為
の
構
成
か
ら
す
れ
ば
基
本
行
為
た
る
普
通
の
契
約
の
内
容
の
一
部
を
な
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
保
険
金
受
取
人
に
つ
い
て
の
合
意
は
、
保
険
契
約
者
の
申
込
と
保
険
者
の
承
諾
か
ら
な
る
も

の
f
不
可
欠
の
要
素
と
す
る
ー
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
他
人
の
た
め
に
す
る
生
命
保
険
契
約
で
は
、
「
保
険
契
約
者
力
別
段
ノ
意
思
ヲ
表
示
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
意
思
二
従
フ
」
（
商

六
七
五
条
一
項
但
書
）
と
定
め
て
お
り
、
保
険
金
受
取
人
の
指
定
・
変
更
は
保
険
契
約
者
の
一
方
的
意
思
表
示
の
み
で
可
能
と
い
う
こ
と
と

な
る
。
す
な
わ
ち
、
保
険
契
約
者
は
他
人
の
た
め
に
す
る
生
命
保
険
契
約
の
締
結
に
あ
た
り
、
一
方
的
な
意
思
表
示
の
み
に
ょ
っ
て
保
険

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

金
受
取
人
の
変
更
権
を
留
保
す
る
こ
と
が
法
認
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
．

　
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
、
保
険
者
に
対
す
る
関
係
で
は
、
保
険
契
約
者
は
事
前
の
合
意
を
必
要
と
せ
ず
に
、
常
に
一
方
的
意
思

表
示
に
よ
っ
て
保
険
金
受
取
人
の
指
定
・
変
更
を
な
し
う
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
解
釈
へ
と
発
展
す
る
。
大
森
博
士
は
、
「
保
険
契
約

者
は
、
保
険
者
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
は
、
保
険
者
の
同
意
を
要
し
な
い
で
右
の
よ
う
な
指
定
・
変
更
・
撤
回
を
な
し
得
る
権
利
を
法

律
上
当
然
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
特
約
を
ま
っ
て
始
め
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
…
…
あ
る
い
は
、
商
法
六
七
五
条
一
項
但

書
と
二
項
と
の
関
係
か
ら
、
『
保
険
契
約
者
力
別
段
ノ
意
思
ヲ
表
示
シ
タ
ル
ト
キ
』
に
の
み
受
取
人
を
指
定
又
は
変
更
す
る
権
利
を
有
す
る
、

と
い
う
よ
う
に
解
釈
し
て
、
保
険
契
約
者
が
保
険
者
の
同
意
を
要
し
な
い
で
受
取
人
を
指
定
・
変
更
し
得
る
の
も
ま
た
、
『
別
段
ノ
意
思

ヲ
表
示
シ
タ
ル
ト
キ
』
に
限
る
、
と
解
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
正
当
で
な
い
。
け
だ
し
，
商
法
六
七
五
条
は
保

険
契
約
者
と
受
取
人
に
指
定
さ
れ
た
者
と
の
問
の
関
係
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
っ
て
、
保
険
契
約
者
は
、
別
段
の
留
保
を
し
て
お
か
な
い
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限
り
、
一
旦
な
し
た
受
取
人
指
定
に
よ
っ
て
生
じ
た
受
取
人
の
地
位
を
任
意
に
変
更
・
消
滅
せ
し
め
る
権
利
を
有
し
な
い
旨
を
定
め
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
、
保
険
契
約
者
と
保
険
者
、
保
険
契
約
者
と
保
険
金
受
取
人
の
関
係
を
明
瞭
に
区
別
さ
れ
、

前
者
の
関
係
で
は
す
な
わ
ち
契
約
の
合
意
と
い
う
意
味
で
は
、
保
険
金
受
取
人
が
誰
で
あ
る
か
は
要
素
的
内
容
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か

に
さ
れ
る
。

　
他
人
の
た
め
に
す
る
生
命
保
険
契
約
に
あ
っ
て
は
、
誰
が
保
険
金
受
取
人
に
指
定
さ
れ
る
か
は
、
保
険
者
に
と
っ
て
は
何
等
の
利
害
関

係
も
有
し
な
い
。
こ
れ
に
重
大
な
利
害
関
係
を
持
つ
の
は
要
約
者
で
あ
る
保
険
契
約
者
で
あ
り
．
保
険
者
は
保
険
契
約
者
の
決
定
し
た
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

険
金
受
取
人
を
拒
否
す
る
何
等
の
利
益
も
有
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
保
険
者
に
対
す
る
関
係
で
は
、
保
険
契
約
者
は
、
常
に
一
方
的
意

思
表
示
に
よ
り
保
険
金
受
取
人
の
指
定
・
変
更
を
な
し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
契
約
当
事
者
で
あ
る
保
険
者
と
保
険
契
約

者
の
合
意
に
と
っ
て
、
保
険
金
受
取
人
が
誰
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
契
約
の
要
素
的
な
内
容
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
こ
の

こ
と
は
、
常
に
第
三
者
約
款
が
契
約
の
要
素
的
内
容
と
考
え
ら
れ
る
民
法
の
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
と
は
別
種
の
も
の
で
あ
る
と
い

う
結
論
に
結
び
付
い
て
行
く
。
民
法
に
お
い
て
は
、
そ
の
た
め
受
益
者
を
変
更
す
る
た
め
に
は
少
く
と
も
契
約
当
事
者
の
合
意
を
要
す
る

の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
商
法
六
七
五
条
は
、
保
険
金
受
取
人
の
受
益
の
意
思
表
示
を
要
し
な
い
も
の
と
し
て
い
る
か
ら
、
保
険
者
と
保
険
契
約
者

の
合
意
の
効
果
と
し
て
、
保
険
金
受
取
人
に
契
約
上
の
権
利
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
．
も
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
保
険
金
受
取
人
は
そ

の
契
約
上
の
権
利
を
、
自
己
に
固
有
の
財
産
権
と
し
て
、
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
保
険
金
受
取
人
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
が
死
亡
し
て
、
確
定
的
な
保
険
金
請
求
権
に
転
化
し
た
場
合
だ
け
一
般

の
金
銭
債
権
と
し
て
処
分
が
可
能
と
な
る
と
さ
れ
て
お
り
、
保
険
事
故
が
発
生
す
る
以
前
の
段
階
で
は
そ
の
処
分
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ

す
な
わ
ち
、
保
険
金
受
取
人
の
権
利
は
そ
の
段
階
で
は
確
定
的
な
権
利
で
は
な
く
、
単
な
る
期
待
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
（
他
人
の
た

め
に
す
る
損
害
保
険
に
お
け
る
被
保
険
者
の
権
利
と
異
な
る
）
。
と
は
い
え
、
被
保
険
者
に
保
険
事
故
が
生
ず
る
よ
り
前
の
時
点
に
お
い
て
も
、
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他
人
の
た
め
に
す
る
生
命
保
険
契
約
は
保
険
者
と
保
険
契
約
者
の
間
で
意
思
表
示
の
合
致
が
あ
れ
ば
有
効
に
効
力
を
発
生
し
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
ど
こ
か
に
契
約
の
効
果
で
あ
る
契
約
上
の
権
利
は
発
生
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
保
険
金
受
取
人
の
権
利
が
処
分
を
認
め
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ク
マ

れ
な
い
単
な
る
期
待
で
あ
る
以
上
、
契
約
上
の
権
利
は
保
険
契
約
者
に
生
ず
る
こ
と
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
他
人
の
た
め
に
す
る
生
命
保
険
契
約
と
は
、
保
険
金
受
取
人
に
期
待
的
利
益
を
与
え
る
と
い
う
点
で
特
殊
性

を
持
つ
が
、
本
質
的
に
は
保
険
契
約
者
の
自
己
の
た
め
に
す
る
契
約
と
と
ら
え
る
こ
と
が
最
も
素
直
な
見
方
と
な
る
。
保
険
契
約
の
締
結

と
同
時
に
当
事
者
の
意
思
に
基
づ
き
保
険
契
約
上
の
権
利
が
発
生
し
、
そ
の
権
利
が
保
険
金
受
取
人
の
と
こ
ろ
へ
帰
属
す
る
と
い
う
も
の

で
な
い
以
上
、
権
利
の
帰
属
と
い
う
法
律
効
果
の
意
味
で
は
、
保
険
金
受
取
人
の
指
定
は
何
ら
契
約
の
要
素
的
内
容
と
は
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
保
険
金
受
取
人
の
指
定
・
変
更
は
、
保
険
契
約
上
の
権
利
者
と
し
て
の
保
険
契
約
者
の
処
分
行
為
と
い
う

法
的
構
成
を
と
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
二
に
お
い
て
示
し
て
き
た
他
人
の
た
め
に
す
る
生
命
保
険
契
約
の
立
法
の
経
緯

か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
と
も
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
民
法
上
の
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
と
は
、
そ
の
生
ま
れ
に
お
い

て
も
．
そ
し
て
ま
た
本
質
に
お
い
て
も
全
く
異
な
る
も
の
と
い
う
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
．

パ パ パ パパ 　ハ7654321）　）　）　）　）　）　）

大
森
・
前
掲
書
二
七
四
頁
、
大
森
忠
夫
「
保
険
金
受
取
人
の
法
的
地
位
」
『
生
命
保
険
契
約
法
の
諸
問
題
』
一
頁
以
下
。

倉
沢
・
前
掲
論
文
八
頁
。

三
（
1
）
注
（
4
）
参
照
。

水
口
吉
蔵
「
生
命
保
険
契
約
後
の
受
取
人
の
指
定
と
変
更
」
法
律
論
叢
二
〇
巻
三
号
五
頁
、
倉
沢
・
前
掲
論
文
八
頁
。

大
森
忠
夫
「
保
険
金
受
取
人
指
定
・
変
更
・
撤
回
行
為
の
法
的
性
質
」
『
生
命
保
険
契
約
法
の
諸
問
題
』
七
六
頁
．

大
森
・
前
掲
註
（
5
）
論
文
七
四
頁
。

倉
沢
・
前
掲
論
文
一
〇
頁
、
一
五
頁
．

112


